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・ごみの発生抑制や資源化に関するアイデアを募集しホームページ等で
紹介

・（削除）

・不要品の情報交換の機会創設の促進

・市民、事業者、行政などによる連携体制構築のための　　交流機会の
創出

・（削除）

・広報紙、ホームページ、説明会等による情報提供
・行政機関が発信する情報の市民への提供
・減量化、資源化啓発用パンフレットの配布、指導、協力の要請等を行い
ごみの発生抑制を促進
・紙ごみ等の資源化ルートの確保検討

・ごみの発生抑制や資源化に関するアイデアを募集しホームページ等で
紹介

・事業所内で発生するごみの分別・資源化に取り組む事業者紹介

・不要品の情報交換の機会創設の促進

・市民、事業者、行政による連携体制構築のための三者交流機会の創
出

・地域特性を踏まえた行動の促進及び拡大のための情報集及び情報提
供
・広報紙、ホームページ、説明会等による情報提供
・行政機関が発信する情報の市民への提供
・減量化、資源化啓発用パンフレットの配布、指導、協力の要請等を行い
ごみの発生抑制を促進
・紙ごみ等の資源化ルートの確保検討

市民 市民

・石けん作り等による家庭系廃油の再利用促進 ・石けん作り等による家庭系廃油の再利用促進

⑭ その他

行政 行政

事業者 事業者

・ゼロ・エミッションを目指した事業者間でのネットワークづくり推進
・商品の耐用年数の長期化
・アフターサービスの充実及び低コスト化

・ゼロ・エミッションを目指した事業者間でのネットワークづくり推進
・商品の耐用年数の長期化
・アフターサービスの充実及び低コスト化

・消防署等関係機関と連携した野外焼却防止対策の推進 ・消防署等関係機関と連携した野外焼却防止対策の推進

市民 市民

・地域全体による野外焼却減尐のための相互理解など⑬ 野外焼却（野焼き）禁止の周知

行政 行政

事業者 事業者

・野外焼却禁止の徹底

・高齢者を対象としたごみ出し支援サービス等導入検討 ・高齢者を対象としたごみ出し支援サービス等導入検討

市民 市民

・地域協力によるごみ出しなどの検討⑫ 高齢化社会への対応

行政 行政

事業者 事業者

・小・中学校での環境学習推進

・環境学習用教材や副読本の作成検討及び教育委員会と連携の検討

・ごみの発生抑制、再資源化をテーマにした学習会、親子で参加するリ
サイクル体験等を実施による啓発

・環境省が推進するこどもエコクラブや民間事業者が行っている体験型
環境学習等との連携による取組推進

・環境保全や資源循環に対する知識と行動習得のための各種学習機会
の設置

・体験学習会、施設見学会の開催

・集客力のあるイベントにおけるフリーマーケットやゲーム企画の開催

・民間事業者と共同でキャンペーン等を推進

・小・中学校での環境学習推進

・環境学習用教材や副読本の作成検討及び教育委員会と連携した授業
カリキュラムの検討

・ごみの発生抑制、再資源化をテーマにした学習会、親子で参加するリ
サイクル体験等を実施による啓発

・環境省が推進するこどもエコクラブや民間事業者が行っている体験型
環境学習等との連携による取組推進

・環境保全や資源循環に対する知識と行動習得のための各種学習機会
の設置

・体験学習会、施設見学会の開催

・集客力のあるイベントにおけるフリーマーケットやゲーム企画の開催

・民間事業者と共同でキャンペーン等を推進

市民 市民

・環境学習・３Rなどの学習会への参加

⑪ 環境学習機会の創造

行政 行政

事業者 事業者

・多量排出事業者に対する減量化、資源化等計画の策定及び提出要請
・上記実施状況の把握、助言、指導

・多量排出事業者に対する減量化、資源化等計画の策定及び提出要請
・上記実施状況の把握、助言、指導

市民 市民
⑩ 多量排出事業者への対策

行政 行政

事業者 事業者

・排出者責任及び拡大生産者責任の認識 ・排出者責任及び拡大生産者責任の認識

・環境にやさしい商品販売や，ごみの減量化リサイクルに取り組む店舗
をエコショップへ認定

市民 市民

・認定エコショップの利用など⑨ エコ・ショップ制度の推進

行政 行政

事業者 事業者

・エコショップ制度への積極的参加
・自らの活動のＰＲと市民への啓発

・エコショップ制度への積極的参加
・自らの活動のＰＲと市民への啓発

・事業者へ店頭回収の実施を協力要請
・資源の店頭回収に取り組む事業者紹介

・事業者へ店頭回収の実施を協力要請
・資源の店頭回収に取り組む事業者紹介

市民 市民

・市による資源ごみ収集のほか，店頭回収による資源化の実施⑧ 店頭回収等の実施

行政 行政

事業者 事業者

・店舗や事業所の空きスペースを店頭回収や古紙回収等の活動拠点と
しての活用

・店舗や事業所の空きスペースを店頭回収や古紙回収等の活動拠点と
しての活用

・資源ごみ回収事業補助金制度の実施 ・資源ごみ回収事業補助金制度の実施

市民 市民

・子ども会や老人会などが行っている集団回収に積極的に参加すること
で資源化を推進

⑦ 集団回収の推進

行政 行政

事業者 事業者

・小型家電製品に含まれる有用金属のリサイクルの推進
・（削除）

・小型家電製品に含まれる有用金属のリサイクル
・モデル回収の実施検討

市民 市民

・小型家電製品に含まれる有用金属のリサイクル

事業者 事業者

・小型家電製品に含まれる有用金属のリサイクルの推進

・分別収集の積極的協力 ・分別収集の積極的協力

事業者 事業者

・事業系ごみ排出の際の分別ルールの徹底

⑥ 小型家電の回収

行政 行政

⑤ 分別の徹底

行政 行政

④ ごみ手数料等

・基本200円/10㎏　　　　　　　　　　　　　　　　１ ・基本200円/10㎏（高分子ごみは500円/10㎏）

・転入者、集合住宅の居住者への分別ルール等の情報提供
・ごみ分別のモデル家庭の紹介検討
・ごみ分別ガイド等の見直し検討及び広報への掲載

・転入者、集合住宅の居住者への分別ルール等の情報提供
・ごみ分別のモデル家庭の紹介検討
・ごみ分別ガイド等の見直し検討及び広報への掲載

市民 市民

事業者 事業者

・指定袋による排出（石岡地区）
・自己搬入の場合基本100円/10㎏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１

・指定袋による排出（石岡地区）
・自己搬入の場合基本100円/10㎏（高分子ごみは500円/10㎏）

市民 市民

・八郷地区において令和2年4月より指定袋を導入 ・八郷地区において令和2年4月より指定袋を導入

行政 行政

・再生品利用に関する市民への周知
・（削除）
・事業者へ再生品の利用・販売に関するより幅広い啓発
・市は率先して環境物品等の調達を推進
・環境物品等に関する適切な情報提供

・再生品利用に関する市民への周知
・再生資源を利用した製品の利用に取り組む事業者紹介
・事業者へ再生品の利用・販売に関する協力要請
・市は率先して環境物品等の調達を推進
・環境物品等に関する適切な情報提供

市民 市民

・使いすて商品の使用抑制及び再生品の利用 ・使いすて商品の使用抑制及び再生品の利用

③ 使い捨て品の使用抑制、再生
品の使用推進

行政 行政

事業者 事業者

・使い捨て商品の採用抑制
・繰り返し使用できる商品の採用及び自主回収、資源化ルート構築

・使い捨て商品の採用抑制
・繰り返し使用できる商品の採用及び自主回収、資源化ルート構築

・マイバック、買い物かご利用促進運動
・事業者へ過剰包装や流通包装廃棄物の抑制に関する協力要請

・マイバック、買い物かご利用促進運動
・事業者へ過剰包装や流通包装廃棄物の抑制に関する協力要請

市民 市民

・マイバックの使用や過剰包装拒否による包装材の発生抑制 ・マイバックの使用や過剰包装拒否による包装材の発生抑制

② レジ袋・過剰包装の削減

行政 行政

事業者 事業者

・過剰包装の抑制
・再使用または再生利用可能な素材、形状の包装採用
・回収、資源化ルートの構築
・包装素材の統一化
・緩衝材の使用抑制
・包装資材の再使用

・過剰包装の抑制
・再使用または再生利用可能な素材、形状の包装採用
・回収、資源化ルートの構築
・包装素材の統一化
・緩衝材の使用抑制
・包装資材の再使用

・生ごみ処理機などの使用による減量化の啓発
・食品ロス削減に向けた啓発
・水切り徹底の啓発

・生ごみの堆肥化等の事業に取り組む事業者紹介

市民 市民

・生ごみ処理容器及び生ごみ処理機等活用による生ごみ堆肥化
・食品ロス削減に向けた取組
・水切りの徹底

・生ごみ処理容器及び生ごみ処理機等活用による生ごみ堆肥化① 生ごみの減量・資源化

行政 行政

事業者 事業者

・飲食店事業所などによる食品ロスの啓発・推進
・事業所内での生ごみの減量・資源化の徹底

項目
石岡市

（新施策（案））
石岡市

（現行の施策や取組など）
修正等


